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ビール片手に、ワイワイガヤガヤしませんか!?  


 


    【アフター５ ワイガヤ広場】開催報告（No14） 
本年最初のワイガヤ広場を 2 月 18 日に開催しました。年度末の慌しさが影響している模


様で、組合員からの参加は少なかったですが、情報化小委員会のメンバーならびにセンタ


ー職員に多数参加頂きました。 
今回は、中山所長が材料学会でお付き合いされている松井孝様に話題提供をお願いしま


した。松井様は、日特建設株式会社大阪支店事業部技術部次長としてグラウトを中心に独


自の技術を開発されている方です。 
話題は、黒四ダムの基礎岩盤遮水処理をはじめ国内の 7 割を越えるダム基礎工事に携わ


ってきた日特建設さんの歴史に始まり、最近のセールスポイントにしている特殊技術の


数々をご紹介して頂きました。14 年ほど前に起こった京都清水寺横の斜面崩壊の修復に採


用されたジオファイバー（繊維と砂のみで法面を構築する環境重視の工法）、長距離の圧送


を可能としたパフェグラウトやキロ・フケール工法、さらには構造物維持補修技術として


のアンカーメンテナンスなど、多くの興味深い技術・工法を紹介して頂きました。 
実際の工事に携わる方の話は現実感があり、イメージが鮮明に浮かび上がってきます。


センターの職員の多くは経験したことのない世界ではありますが、対象が環境、防災、都


市再生といった身近なものばかりですので、実感をもって聞けたのではないかと思われま


す。ご希望の話題などがありましたら遠慮なくお申し出下されば幸いです。   
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 (文責 広場管理人本田) 


 
次次回回開開催催日日：：33 月月 1177 日日                年度末の陣中お見舞い申し上げます。 


忙中閑ありをつくるのも効率化の一つです。年度末の忙しい時期ですが、


リフレッシュのために足を運んで、もうひとがんばりして下さい。 


写真１：話題提供をしていただいた松井様 写真２：熱心に聞入る参加者 








表紙説明；悠久の丘 蒲生町あかね古墳公園 


(写真 上段；久保田山古墳、下段；天乞山古墳) 


滋賀県では最大級の古墳とされる古墳群。円墳（久保田山古墳（くぼたやまこふん））と方墳


（天乞山（あまごいやま）古墳）があります。広々とした敷地に石組みなどで美しく築かれた復


元古墳は、周囲に円筒形埴輪（えんとうけいはにわ）を置き、古代の古墳の、その規模の大きさ


をあらためて実感できます。(東近江市ホームページより、2010.02.17 取得) 


あかね古墳公園は 5世紀中頃に築かれた木村古墳群の一部を復元した古墳公園で、広さは約 1


万 8500 ㎡あります。古墳時代中期（5世紀）に築造され、姿をとどめていた雨乞山（あまごい


やま）古墳と久保田山古墳を 1500 年前の姿にほぼ復元したものです。1992 年 9 月に着工、総事


業費は 4億 690 万円、完成は 1997 年です。 


久保田山古墳は築造が 5世紀前半ですが、雨乞山より少し古いものと見られます。円墳で直径


は 57ｍ、二段構造で高さ約 6ｍです。こちらも 2つの造り出し部分をもち、造り出しを含めた長


さは 78ｍにもなります。全体を葺石で覆い、当時の姿を再現しました。また円筒埴輪を高さ 60


㎝、直径 40 センチの信楽焼で再現し、上下段に計 390 個を並べています。 


雨乞山古墳は 5世紀前半に築造された県内最大規模の方墳で、2段構造になっており、一辺が


約 65ｍあり、高さは 11ｍ。1 段目には葺（ふき）石を再現し、頂上の中央部に原寸大の竪穴式


石室を新しく復元しています。また方墳としては全国的にも珍しい、祭祀に使われたとみられる


2つの造り出し部分も復元されました。( http://tabigaku.net/akanekofun.html201.02.17 取得) 


アクセス；JR 琵琶湖線「近江八幡駅」下車 バス あかね古墳公園前下車徒歩 2分 


所在地；滋賀県東近江市川合町 


※上記説明文はインターネットの文書をそのまま引用しており、天乞山古墳と雨乞山古墳の 2 つ表現があ


ります。なお、当該公園の銘板には天乞山古墳と記載されております。 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


(中山義久 記) 
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表 紙 説 明 
今回の表紙は、悠久の丘 蒲生あかね古墳公園です。 


詳細はＰ.１２に掲載しております。 


 


写真  上段；久保田山古墳 
             下段；天乞山古墳 


（中山 記） 
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３０年前に関西土質研究センターを設立された 
諸先輩の方々を想うとき 


 
株式会社  国 土 地 建 
代表取締役 清水國雄 


 
昨年、１１月に創立３０周年を迎えられ、記念式典を盛大に開催されましたことを心


からお慶び申し上げます。創立３０周年の翌年、年始めのセンターニュース原稿依頼を


いただき、この３０年を思い返す機会を頂いたことに感謝しています。 
先般の 2011.1 センターニュース年頭のご挨拶で、高村理事長が昨年の干支 五黄の寅


年と知りましたが、私は更に一回り年上の寅年（八白）生まれで、４０年以上もこの業


界にお世話になっております。 
センター創立時の昭和５５年頃の私は、関西地質調査業協会の総会や新春互礼会に


時々出席する程度でした。当研究センター設立に奔走されていた初代理事長 阿部治朗


様（現 キンキ地質センター株式会社相談役）には、その頃から地質調査業界の大先輩と


して色々とご指導をいただきました。 
当時の阿部理事長は常々ご挨拶の中で、「地質調査をまじめにやっている会社は絶対に


倒産しない」と話されていました。そのたびに地質調査に携わる我々は勇気付けられて


いたことを思い出します。 
そんなよき時代においても諸先輩方は、地質調査業界の健全な発展のためには更なる


事業展開が必要との先見の明から、会員の協同事業への参加を促し、協同組合関西土質


研究センターを設立されたのであります。 
その後、地盤環境調査に対応するため、長年の実績と信頼のある土質試験を基に土壌


分析を新たに加え、名称も「協同組合  関西地盤環境研究センター」と改め、現在の立


派な試験室も完成されました。 
 一方、役員の変遷をみますと、当センターを今日の姿に導いて下さった理事長、副理


事長、理事、監事の方々は、関西地質調査業協会の理事歴任者が中心でしたが、設立当


初からセンター技術職員の指導者として組合運営に参加された井上啓司様（前理事長）


は長きに亘り専務理事を務められ、中小企業活路開拓補助事業を取り入れた経営手腕は


組合発展の礎になったと感謝しております。 
 さて、昨今の我が国の経済は依然として長期間低迷状態から抜け出すことが出来ず、


政府による有効な経済対策も打ち出されず、不透明な状態が深まるばかりです。 
まさに地質調査業界存亡の危機の状態にあると言えます。 
また、建設業界全体の公共事業費の減少傾向が続く中、当センターが「土質試験」と


「土壌化学分析」の専門機関として更なる発展を継続して行くためには、協同組合設立


時の原点に戻り、“組合は自分のもの”と再認識し、全組合員が協力して近代企業に強く


求められる社会的責任を果たすべく いっそうの努力が必要と考えます。 
新しい年を迎え、高村理事長を先頭に一丸となって頑張ろうではありませんか。 
 


【＊本原稿は、阿部氏ご逝去前の平成 23 年 1 月 24 日に受理したものです。】 








編 集 後 記       
 
そろそろ技術士の合格発表の時期になりました。発表日を指折り数えている人、面接を思い出してはた


め息をついている人、既に来年度に向けて頑張っている人など様々でしょう。 
技術士試験とは元来、経験重視の試験と言われています。「経験」を辞書で引けば、実際に見たり、聞い


たり、行ったりすることを言うのですが、私は日々遭遇する出来事（体験）から何かを得たときに初めて


“経験”と言えるのだと理解しています。日々の出来事を分析しプロセスを理解することで、その後に役


立つ知恵を得た時に、初めて“経験”が積み重なるのだと考えます。なので、年長者だからといって必ず


しも経験が豊富とは限らず、逆に若くても経験豊富な方がいてしかりだと思います。また、本や講習会だ


けで“経験を積む”のは至難の業でしょう。 
知的産業である我々の業界ではこの“経験”が大切で、体験豊富であっても意味がありません。業務に


追われて効率良く仕事をこなすだけでなく、“経験”を意識しながら従事することができれば、少しは楽し


んで仕事ができるのではないでしょうか。そうすれば、技術士試験も意外に早く合格できるかも知れませ


ん。 
年度末に向けていよいよ追い込みの時期になりました。毎年のことながら、このバタバタ感は慣れませ


んね。ストレスを溜めて体を壊しては元も子もありませんが、その一方で今の業界の有様では遮二無二に


働く事も必要でしょう。なので、少しは業務が苦痛と思わずに済むように考え方を改善するほかないよう


に思います。 
当センターでは月に１回の頻度で“ワイガヤ広場”を開催しています。みんなで意見を出し合ってテー


マを決め、時には実験や試験を行って盛り上がろう、若手、ベテランを問わず、ビール片手にワイワイ、


ガヤガヤやろうという活動です。誰彼とも無く気軽に集える場として活動していますので、まだ参加した


ことがない方は是非のぞいてみて下さい。少しはストレス発散に役立つかも知れません。 
（小田 記） 
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平成 5年(1993 年)  


当センター理事長退任慰労会にて 


組合創立の父 


阿部治朗氏のご逝去を悼む 


本組合の元理事長・元相談役の阿部治朗氏が平成 23 年


2 月 13 日に、ご逝去(享年 90 歳)されました。 


阿部治朗氏は昭和28年(1953年)3月 京都大学理学部地


鉱教室を卒業され、昭和 29 年(1954 年)4 月、東亜ボーリ


ング㈱に入社、その後、昭和 31 年(1956 年)に近畿ボーリ


ング㈱ (現、㈱キンキ地質センター)を創立されました。


そして、平成 3年(1990 年)6 月に代表取締役を退任される


まで、自社および関西地区の地質調査業界の繁栄にご尽力


されたことは記憶に新しいことです。 


昭和 52 年(1977 年)に地質調査業が構造改善事業の特定業種に指定されたことが発端となり、


協同組合設立の構想が浮上しました。昭和 54 年(1979 年)1 月 22 日、関西地質調査業協会の谷


元正敏理事長の招集により構造改善座談会が開催されました。この会が関西地区における土質


試験の協同組合設立のスタートとなり、昭和54年 10月組合設立準備委員会(委員長阿部治朗氏)


が発足しました。約 1 年間にわたり、氏が中心となられ委員会運営はもちろんのこと、賛同者


会議、関係官庁との折衝など、さらには関西地質調査業協会会員への設立に対する説得、賛同


者への勧誘と事業計画の説明、出資要請・資金融資計画と返済計画の作成、土地の選定・購入


手続き・建物の設計、試験設備の機種選定、運転資金の準備等々、超過密スケジュールをこな


された。これらの準備のどれが欠けても協同組合事業を立ち上げることができませんでした。


氏はこれらの長大な準備活動をとりまとめ、まさに秀でたリーダーであられました。この情熱


と努力の結果、38 社の足並みがそろい、関係省庁の認可が下りました。そして、氏を中心とし


た設立準備委員会のメンバーの努力と賛同者の支援が実を結び、昭和 55 年(1980 年)11 月 13 日


に設立総会が開かれ、初代理事長に氏が選出されました。同年 12 月 16 日、設立登記が完了し、


12 月 25 日に守口市大日町に 120 坪の土地を取得しました。 


翌、昭和 56 年(1981 年)5 月関西土質研究センター社屋建設工事着工、10 月 29 日竣工、11 月


1 日より土質試験業務開始となりました。氏は自社の職員を土質試験業務の応援と指導の目的で


約 3 年間、センターに出向させ、円滑な業務処理スタートに大きく貢献されました。平成 5 年


(1993 年)5 月まで 13 年間にわたりセンターの理事長として、組合運営に大きな功績を残され、


その長年の功績により昭和 60 年(1985 年)に黄綬褒章、また平成 3 年(1991 年)に勲 5 等瑞宝章


を受章されています。 


氏は温厚篤実な人柄で識見が広く、強固な意志と責任感を持ち、先見性と積極性、かつ情熱


をもって万物に対処され、他の模範として万人が等しく敬愛する大先輩でありました。  


ここに哀悼の意を表し、ご冥福を心よりお祈り申し上げます。 


なお、阿部治朗氏の組合設立からの思いの一端を、創立 20 周年記念誌より次頁に抜粋しまし


た。 
(所長 中山義久) 








 - 5 - 


技術者紹介コーナー（第 84 回） 


                      所 属：応用地質株式会社 関西支社 
                      氏 名：白松 久幸（しらまつ ひさゆき） 
                      出 身 地：広島県廿日市市 
                      生年月日：1971 年 3 月 3日 


 
 
＜自己紹介＞ 
以前からお付き合いのある福川さんより本執筆のご依頼を頂きました。 
私は、平成６年３月に工学系の大学を卒業し、同年４月から現在までの１７年間、応用


地質株式会社に在籍しております。入社から最初の７年間は、主な発注者が自治体で土木


構造物に係る設計業務に就いてきました。その後、現在までは、自治体の他に民間企業が


発注者に加わり、環境問題（土壌・地下水汚染問題）に係る業務に就いております。 
 現職を通じて日々感じていることは、知識・経験だけでなくお客様のニーズに適切に応


じるためには、現場に出向きお客様と向かい合うことで、課題の抽出を行い、解決策を導


き出すことが大切であると感じております。 
 


＜近況＞ 
 私には、小学生の長男と幼稚園の長女がいます。最近は、子供達と一緒に学習をするこ


とが楽しみです。子供達をみていると、新しい知識に触れる時には進んで学習するようで


す。一方で、集中力が落ちたり興味を失った時は、だらだらと書くだけのお勉強をし、ど


うしても問題が解けない時には、途中で投げ出すこともあります。 
 そんな時、私の出番がやってきます。先月は、長男と一緒に宿題の習字をしました。最


初は、長男が、『ともだち』とお手本を見ながら書くのですが、どうしても上手く書けない


ようでした。結局、適当に書いた『ともだち』を提出することになりかけたのですが･･私


が、長男の見つめる中『ともだち』と書きました。当然、手本よりは上手くは書けないの


ですが、長男も興味を示し何かを感じ取ってくれたようでした。長男は、筆と格闘した結


果、何とか提出できる『ともだち』を書くことができました。 
 私も、筆を持つのは３０年以上ぶりでした。習字をしながら感じたことは、「３０年経っ


ても筆を持つときは緊張するわ～。」、「ここは、とめ、はねでよかったっけ？」、「あれ？『も』


の書き順これでよかったっけ？」とか･･。実際やってみるって色々考えさせられます。 
 
＜次回予告＞ 
次回は、株式会社ヨコタテックの塩田さんをご紹介いたします。 
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【シリーズ：不確かさのすすめ ⑨ 】 


顧問 澤 孝平 


＜トピックス＞不確かさに関する最近の論議（その 5） 


1 月 20 日に産業技術総合研究所の不確かさクラブにおいて「第 2次事例研究会第 3回会合」が


開催された。センターニュース No.293（2011 年 1 月号）で紹介したように、この研究会には当セ


ンターから萩家正次技術課長と小生が参加している。今回は粒度試験の内、ふるい分析の不確か


さ評価方法について、センターでの実証実験結果に基づき報告し、有意義な討議が行われた。 


 


第 6 話 不確かさの設計・施工への展開 


 


6.1 不確かさの設計・施工への適用の試み 


前号までに説明してきた試験結果の不確かさ評価が、実際に構造物の設計や施工にどのように


関係してくるのか、あるいはどのように役立てるのかを明らかにする。 


（１）誤差の伝播則の復習 


土や地盤に関わる多くの性質を土質試験の結果から求める場合、土質試験結果のいくつかを組


み合わせた数式により表すことが多い。従って、この関係式の不確かさを考えるには、第 4話 4.1


（No.292：2010 年 12 月号）において説明した誤差の伝播則が利用できる。 


すなわち、誤差の伝播則の一般的な表示として、ｎ個の測定値 nxxx ,,, 21 ⋅⋅⋅ の測定誤差を


nxxx δδδ ,,, 21 ⋅⋅⋅ とし、これらの誤差が独立でランダムなとき、目的量 ),,,( 21 nxxxfq ⋅⋅⋅= の誤


差 qδ は、式(6.1)のように表される。 
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誤差 qδ ， xδ の代りに拡張不確かさ )(qU ， )(xU を用いると、 
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（２）土の物理定数の算定への適用 


① 乾燥密度の不確かさの算定 


乾燥密度 dρ は湿潤密度 tρ と含水比 w から )100/(100 wtd += ρρ として求められるので、これに誤差


の伝播則を適用すると次の式が得られる。 
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これらの式に、当センターの試験所認定審査において明示している不確かさの値（表-5.1：No 


294：2011 年 2 月号） %15.16=w 、 3g/cm732.1=tρ 、 %37.0)( =wU 、 3g/cm011.0)( =tU ρ を代入すると、


乾燥密度は 3g/cm491.1)15.16100/(732.1100 =+×=dρ 、その拡張不確かさ )( dU ρ は次のようである。 


322
2


22 g/cm011.0010595.037.0)
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=dU ρ    (6.4) 


従って、この土の乾燥密度とその不確かさは、 )2(g/cm011.0g/cm491.1 33 =±= kdρ   (6.5) 


② 間隙比の不確かさの算定 


土粒子の密度 sρ と土の乾燥密度 dρ から、間隙比 e は 1)/( −= dse ρρ で求められるので，これに誤


差の伝播則を適用する。 
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これらの式に、 3g/cm601.2=sρ 、 3g/cm491.1=dρ 、 3g/cm022.0)( =sU ρ 、 3g/cm011.0)( =dU ρ を代入す


ると、間隙比は 744.01)491.1/601.2( =−=e 、その拡張不確かさ )(eU は次のようである。 
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020.0019579.0011.0)
491.1
601.2(022.0)


491.1
1()( 22


2
22 ≅=×−+×=eU   (6.7) 


従って、この土の間隙比とその不確かさは、 )2(020.0744.0 =±= ke    (6.8) 


（３）施工管理値や安全率への適用 


① 締固め度の不確かさ 


道路や堤防の盛土の品質管理に使われる締固め度 cD は、盛土の乾燥密度 dρ とその土の最大乾燥


密度 maxdρ により、 (%)100)/( max ×= ddcD ρρ と定義されている。これに誤差の伝播則を適用すると、


拡張不確かさは次のように表される。 
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今、ある盛土の乾燥密度は式(6.5)で表され、その土の最大乾燥密度は締固め試験より


「 )2(g/cm050.0g/cm720.1 33
max =±= kdρ 」と求まっていると仮定すると、締固め度 cD とその拡張不


確かさ )( cDU は次のようになる。 


%7.86100)720.1491.1(100)( max =×=×= ddcD ρρ    (6.10) 


%6.25998.2050.0)
720.1


491.1100(011.0)
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2


22 ≅=×
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従って、この盛土の締固め度とその不確かさは、 )2(%6.2%7.86 =±= kDc    (6.12) 


② 締切り矢板裏側のクィックサンド現象に対する安全率の不確かさ 


図-6.1の締切り矢板において、クィックサンド現象に対する安全率 F


は、矢板裏側地盤の限界動水勾配 ci と上昇流の動水勾配 i との比として、


iiF c /= で表される。 


ここに、上昇流の動水勾配 i は、矢板下端における浸透水の平均水頭


avrh と矢板の根入れ長さ D との比 Dhi avr /= である。また，限界動水勾配 ci


は，矢板裏側土の間隙比 e と土粒子密度 sρ から、 { } )1/(1)/( ei wsc +−= ρρ で


ある（ wρ は水の密度で、1.0 g/cm3）。 


 矢板裏側地盤の土粒子密度は表-5.1、間隙比は式(6.8)である。矢板の


根入れ長さ D と浸透流の平均水頭 avrh の不確かさは次のようであると仮定する。 


  m05.0m0.3 ±=D    m05.0m45.2 ±=avrh    (6.12) 


矢板裏側地盤のクィックサンドに対する安全率 F とその拡張不確かさ )(FU は、 
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従って、クィックサンドに対する安全率とその不確かさは、 )2(04.012.1 =±= kF  (6.16) 


 


ここに紹介した様な方法を用いると、土質試験結果から算出される土や地盤の諸定数、品質管


理値及び安全率は必ず不確かさを有することが確認できる。ただし、今回用いた土質試験結果の


不確かさ（表 5.1）は同一の土の結果ではないし、不確かさの検証ができていない最大乾燥密度、


現場における湿潤密度及び矢板の根入れ深さ、浸透水の水圧は仮の値を用いている。 


次回は、不確かさの許容値について検討し、不確かさの必要性とその効用を述べる。 


 
 
 
 
 
 
 
図-6.1 締切り矢板 


havr 


矢板 


浸透流 
D 
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土壌汚染調査技術管理者試験奮闘記 
 


環境技術課  阪部 秀雄 
2010 年 2 月 4 日 
本日は、環境省主催の「改正土壌汚染対策法に関する指定調査機関向け説明会」に参加して


います。 
現行の土壌汚染対策法の概要説明があり、その問題点から今回の改正に至る経緯の説明があ


りました。改正のポイントは以下の 4 点です。 
①土壌汚染状況の把握のための制度の拡充 
②規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化 
③搬出土壌の適正処理の確保（処理業者を許可制とする） 
④指定調査機関の信頼性の向上（5 年毎の更新、技術管理者の新資格の導入） 


ここで注目すべきは「④指定調査機関の信頼性の向上」で、環境大臣が行う「技術管理者試


験」合格者を“技術管理者”として登録できなければ、調査機関としての指定が無効となり


ます。この試験は、国家試験として平成 22 年度中に第 1 回が行われる予定ですが詳細は全く


判らないままで、私は、『まだいいか～』程度の心境でした。 
 


2010 年 7 月 13 日 
「平成 22 年度土壌汚染調査技術管理者試験の実施について」環境省より発表がありました。


試験の内容は、下記の 4 項目です。 
[1]土壌汚染の調査に関する技術的事項 
[2]土壌汚染の対策並びに汚染土壌の搬出、運搬及び処理に関する技術的事項 
[3]土壌汚染対策法その他環境関係法令に関する事項 
[4] [1]～[3]のほか、環境の保全に関する事項 


長い間、環境省からの発表が無く、噂ばかりが先走っていましたが、試験日は、2010 年 12
月 19 日。思いのほか、早い実施日で驚きました。 
『国家試験の準備期間で 5 カ月しかないのは短いな。それにしても、漠然とした試験内容


で、どこから手を付けていいものやら…』 
 
2010 年 7 月 23 日 
環境省のホームページで、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン暫


定版」が発表されました。ダウンロードしても 500 ページを超えており、会社のプリンター


で印刷するわけにもいかず、㈳土壌環境センターより発行された冊子を購入しました。 
『これでやっと参考になる資料が手に入る！！  しかし、500 ページ超とは何と言うボリ


ュームだ･･･』 
 


2010 年 8 月 14 日 
昨日より家内の実家に来ており、子供たちは海に遊びにいって、家内は母親と買い物です。 
『よし、この夏休みでガイドラインを読破しよう！！』 
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2010 年 8 月 18 日 
本日より願書受付が始まりました。かねてから用意していた願書を朝一番に郵便局から投函


しました。 
『どんな国家試験でも、受験番号が若いほど合格率が高い！！』   


 
2010 年 8 月 28 日 
おおさか ATC グリーンエコプラザ ビジネス交流会 水･土壌汚染研究部会（MD 研究会）


が主催している「土壌汚染対策関連受験サークル」に今年も参加しました。このサークルで


は、土壌環境監理士などの受験者が集まって過去問題の検討や情報交換をおこなっており、


当然、今回の技術管理者試験の対策をしようということになりました。私は、昨年から参加


していることもあり、次月のガイドライン説明の一員の指名を受け、第 2 章を説明すること


になりました。 
『うお～、夏休みに半分も読めてないのに、1 ヶ月で 100 ページをまとめるなんて…』 
 


2010 年 9 月 14 日 
㈳土壌環境センター主催の「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」


セミナーに参加しました。ガイドラインの内容に沿ってパワーポイントで説明するものでし


たが、資料がガイドラインの冊子そのもので、ページを追いかけるのが大変でした。 
『このパワーポイントを資料として配ってくれればいいのに…』 
 


2010 年 9 月 25 日 
MD 研究会の受験サークルで第 2 章の説明をしました。今回から技術管理者の受験サーク


ルとして参加者を募ったため、30 名超の参加があり驚きました。説明は、準備不足のため、


ボロボロで来月やり直しです。この時期にやっと一通りガイドラインを読み終えました。 
『やっぱり、自分である程度理解していないと、全く人には伝わらないな･･･』 
 


2010 年 10 月 7 日 
当センターおよび(協)地盤環境技術センター主催で、「GETReC フェイズⅠ規格」の普及講


習会を開催しました。フェイズⅠ調査の講習でしたが、技術管理者試験の情報もあり、役に


立ちました。 
『いよいよ試験まで 2 ヶ月、だいぶ焦ってきたぞ！！』 
 


2010 年 10 月 23 日 
MD 研究会での 2 度目の説明をしました。今回は、自分なりにうまくいったと思います。 
『第 2 章は、だいぶ勉強できたな！！』 
 


2010 年 12 月 11 日 
試験直前、最後の受験サークルへの参加です。今回は、有志の方々が作成した模擬テストの


日です。模擬テストの結果は 8 割程度の正解率で一安心ですが、まだまだ、本番に向けての
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写真：「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関する 


ガイドライン暫定版」 


不安は消えません。 
『今月に限って ISO17025 更新審査があり、さらに、計量証明事業所の立入検査が重なっ


て、なんでこの時期に･･･』 
 


2010 年 12 月 19 日 
いよいよ試験当日。本日までにガイドラインは 3 回程読み直していますが、開けるページ


毎に忘れているところが目について、今更ながら焦ってきました。 
なんとか 1 日が終わり、帰って答え合わせを試みましたが、不明な点も多く、解答が出る


まで待つしかないようです。 
『まあまあできたと思うが、第 1 回目の試験なので全く動向が読めず、いつまでも不安が


消えないな…』 
 


2010 年 12 月 20 日 
早くも環境省より試験の解答が出ました。答え合わせの結果、午前の部で凡ミスが相次ぎ思


ったより正答率が低く、まだまだ不安がつのるばかりです。 
『解答が翌日に出るのはありがたいけど、合格ラインが発表されていないからホントにヤ


キモキさせられるな！！』 
 


2011 年 1 月 26 日 
いよいよ合格発表。合格ラインは、総合得点率 65％（52 問／80 問）以上、足切りが各科


目 30％となりました。 
『やった～！ 合～格～！！』 
 
以上のように悪戦苦闘を経験した私なりに、合格


するためのポイントをまとめてみました。 
①ガイドラインを 3 回は読む。 
②受験出願書は、受付日に出す。 
③受験サークル等へ参加し、大勢で勉強する。 


後は、神頼みです。（私は、学問の神様“長岡天


神”に行きました。） 
また、当センターで来年度の受験に向けて勉強会


を企画しています。 
詳細が決まりましたら、このセンターニュースの


紙面上およびホームページ上にてお知らせいたし


ます。参加者のみならず、講師をして下さる方も大


歓迎ですので、奮ってご参加願います。 
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中小企業人材確保推進事業コーナー 
資料配布案内 
 
『就業規則マニュアル』を作成しました 近々各社に配布します、ご活用下さい。 
 


＊ 最新の法改正を反映したものです。 


就業規則（＝職場全体のルールづくり）は、社員が活き活きと高いモチベーションをもって働ける職場


づくりの第一歩であり、企業が発展するための大切な要素になります。ご一読の上、ご検討下さい。 


 


就業規則マニュアル 


はじめに 


建設関連業界は、従業員の平均勤続年数が長い業種です。勤続年数が長いということは、


ノウハウや経験が蓄積され、企業にそれらが蓄積されるということになります。現在は、 


景気低迷により大変厳しい経営環境にありますが、そこで働く人たちの力が、企業がより 


良い方向に進むための原動力です。従業員が、その力を安心して 1つの方向に向かわせる 


ためのよりどころの一つとして、就業規則が存在しています。その意味で就業規則の重要 


性はますます高まっています。 


また、長時間労働の抑制など行政の指導も厳しくなっており、「労務管理」の重要性も同 


じく高まっています。「労務管理」について守るべき基準が就業規則には規定されています。


会社の実情を的確に就業規則に表現されている必要があります。そして、この就業規則マニ


ュアルを、会社の原動力である従業員の力を十分に発揮できる企業にするための就業規則作


成の参考にしていただけたら幸いです。 


本書の構成としましては、まず、就業規則の条文の抜粋を記載しています。次に、その 


条文についての解説等をその下に記載しています。また、最後に近年の法改正があった項 


目を記載しています。 


目   次 
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